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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、広く社会から信頼される企業となるためには、強力なコーポレートガバナンス体制を構築し、経営の透明性、健全性を高めることが重要
であると考えております。

　また、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの各原則を踏ま
え、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことなどにより、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【１－４　いわゆる政策保有株式】

　顧客との取引関係の維持強化を目的として保有する取引先の主要な株式については、取締役会において当該株式評価損益を定期的に報告
し、株価下落等のリスクや取引関係の維持強化による事業上のリターンを勘案したうえで、中長期的な経済合理性を検証します。検証の結果、営
業上の保有意義が希薄化した株式については適宜売却し、保有資産の有効活用に努めます。

　政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、保有目的を踏まえた営業上の配慮のほか、議案内容も勘案のうえ、当該取引先の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上に繋がるか否かを総合的に判断します。

【１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、当社の取締役または執行役員との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、その取引が会社や株主共同の利益を害することのな
いよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会で説明のうえ事前に承認を得ることとしており、その旨を取締役会会則に定めてお
ります。当該議案の決議に利害関係人は参加しておりません。

　また、取引後には、当該取引に関する重要な事実を遅滞なく取締役会に報告することとしております。

【３－１　情報開示の充実】

　以下の事項に関し、開示が必要と判断した情報については適時、適切に発信しております。

（１）会社の目指すところや経営戦略、経営計画

　当社は、大林組基本理念及び中期経営計画２０１７を公表しております。

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社は、広く社会から信頼される企業となるためには、強力なコーポレートガバナンス体制を構築し、経営の透明性、健全性を高めることが重要
であると考えております。

　また、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの各原則を踏ま
え、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことなどにより、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

（３）取締役会が取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社は、取締役及び執行役員の報酬は、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上・企業価値の増大に対する各取締役へのインセンティブ効
果が発揮されるよう、業績への貢献実績に応じて、基本報酬及び株式報酬の額等を決定することを基本方針としております。

　具体的には、基本報酬については、役位と業績貢献ランクに応じた報酬額のテーブルを取締役会が定めたうえ、社外取締役を構成員に含む報
酬委員会（委員長は社長）が、個々の取締役及び執行役員の業績貢献度を査定することにより、平成17年6月29日開催の第101回定時株主総会
決議に基づく月額60百万円以内を限度に報酬額を決定しております。

　また、株式報酬については、特に中長期的な業績の向上への貢献意識を高めることを目的としており、各事業年度の業績目標の達成度等に応
じて取締役及び執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。）に当社株式を支給する制度であります。株式支給基準については、予め報酬委
員会の審議を経て、取締役会において決定しております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社は、役員人事に関する取締役会の諮問機関としまして、社外取締役を構成員に含む推薦委員会（委員長は社長）を設置し、役員人事の決
定プロセスの透明性確保及び明確化を図っております。

　同委員会においては、各事業分野に精通する者を業務執行取締役候補者として推薦するとともに、多様な知見を持つ候補者を社外取締役・社
外監査役候補者として推薦しております。監査役候補者の推薦にあたっては、当該答申の内容を踏まえて監査役会の同意を得ております。

（５）取締役・監査役候補の個々の選任・指名についての説明

　当社は、取締役及び監査役候補者の経歴及び候補者とする理由を株主総会招集ご通知に記載しております。

【４－１－１　取締役会の役割・責務(1)】・・経営陣に対する委任の範囲の概要

　当社は、法令上、取締役会における決議事項として定められている事項のほか、当社及び当社グループ会社の事業に関する重要事項等につい
て取締役会会則に付議事項及び基準を定め、その権限の範囲を明確化しております。取締役会では、経営計画の戦略的な方向付けを踏まえて
各議案の審議・決定を行っております。

　また、当社では、取締役及び執行役員の中からメンバーを選任して経営会議を開催し、経営上の重要事項の報告、審議、指示、決議を行ってお
り、詳細かつ迅速な意思決定を実現しております。経営会議規程に付議事項及び基準を定めており、これに従い、当社の業務執行に関する事項
の一部の審議・決定を、取締役会から経営会議に委任しております。



【４－８　独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、独立社外取締役を３名選任しております。現状のコーポレートガバナンス体制は十分に機能していると認識しておりますが、経営の効率
化やコーポレートガバナンス充実の観点から、必要であれば独立社外取締役のさらなる増員も視野に入れ、取締役会の構成の見直しを検討しま
す。

【４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、独立性に関する基準を含む社外役員の選任基準を定め、「社外役員候補者の選定要件」として株主総会招集ご通知やコーポレートガ
バナンス報告書などで開示しております。

　独立社外取締役の候補者については、当社が定めた独立性に関する基準を満たすとともに、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高
い識見を有し、当社の経営に対して独立した客観的な立場から指摘、意見できる人物を選任しております。

【４－１１－１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】・・・取締役会の構成

　当社の取締役会は、各事業分野に精通する業務執行取締役と、企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を有する社外取締役で構成してお
り、取締役の選定にあたっては、人物、識見、能力ともに優れ、当社の事業の発展に大いに貢献していただけるかという視点で個々の候補者を選
んでおります。

　取締役会の規模については、十分な議論と迅速な意思決定が行えるよう、適切な人数で構成しており、定款により15名以内としております。

【４－１１－２　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】・・・社外取締役の他社兼任

　取締役及び監査役の重要な兼職の状況は、その役割、責任を果たすうえで合理的な範囲であり、株主総会招集ご通知の参考書類や事業報
告、有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。

【４－１１－３　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】・・・取締役会の実効性評価

　当社は、取締役会の規模、構成、運営方法、審議状況、支援体制等に対する各取締役及び各監査役の評価及び意見をもとに、外部の弁護士事
務所の助言を受けながら取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会全体の実効性は確保されていると判断しております。取締
役会のあり方や運営方法は、各取締役及び各監査役の意見を踏まえ適宜改善を図ります。

【４－１４－２　取締役・監査役のトレーニング】

　取締役は経営の重要な意思決定と経営監督機能を担うメンバーとして、監査役は取締役、執行役員及び使用人の職務執行の監査を行うにあた
り、その有する知識、スキル等を継続的に更新しております。

　当社では全ての取締役、監査役及び執行役員を対象に、コーポレートガバナンスや経営に関する危機管理などをテーマとした外部講師による研
修会を毎年実施しており、また、必要に応じた外部セミナーへの参加など、取締役及び監査役に対するトレーニングの機会を提供します。監査役
については、社外講習会に定期的に参加し、監査役の役割と責務の理解向上及び必要な知識の習得に努めております。

【５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は株主・投資家を重要なステークホルダーであると認識しており、相互理解を深めるためのコミュニケーションの機会、方法を確保することと
しております。そのため、以下の取組み方針としております。

（１）株主・投資家との対話等に関する体制

　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するという観点から、社長をはじめとする経営陣による株主・投資家との対話及
び情報開示を推進しております。また、対話及び情報開示の実効性を確保するため、株式に関する業務を担当する本社総務部のほか、IR及びSR
の担当部署を本社CSR室広報部に設置し、社内の関連部門と連携のうえ対応しております。

（２）個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み

　当社は、株主総会を株主・投資家との重要な対話の場と位置付け、社長による事業報告及び説明、経営陣による質疑応答などを通じて、当社事
業に関する十分な情報開示に努めるとともに、より緊密なコミュニケーションの確保を図っております。また、アナリスト・機関投資家に対する決算
説明会（年2回：第２四半期決算及び本決算発表後）、決算電話会議（年2回：第１四半期決算及び第３四半期決算発表後）、現場見学会（年2回）
の開催、IR取材への対応、証券会社主催の投資家カンファレンス、スモールミーティングへの参加などを行っております。

（３）株主・投資家の意見等の適切かつ効果的なフィードバックのための方策

　当社では、上記（２）記載の決算説明会やIR取材、投資家カンファレンス、スモールミーティング等の機会に、取締役あるいは経営陣幹部が直接
参加しております。本社CSR室広報部がIR及びSR活動を通じて得た株主・投資家からのご意見等については経営陣及び社内関連部門に展開し、
情報共有を図っております。加えて、本社CSR室広報部が主要な建設アナリスト等の社外からのレポートを適宜、経営陣に情報配信しております。

（４）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

　株主・投資家との対話の前提となる情報開示については、会社法ほか諸法令及び上場取引所の有価証券上場規程に則り、取締役会の決議ま
たは代表取締役の承認を経たうえで、当社の重要な情報を適時かつ公平に、広く開示することとしております。

　インサイダー情報の管理については、社内規程でその取り扱いを定め、役職員のインサイダー取引の未然防止に努めているほか、監査役会及
びその補助部門である監査役室並びに内部監査部門である業務管理室が業務監査を通じて各部門の業務の適法性・適正性を監査しておりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 56,252,000 7.83

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 50,740,100 7.07

日本生命保険相互会社 20,905,550 2.91

大林　剛郎 16,944,095 2.36

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 14,593,616 2.03

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７） 12,904,300 1.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 12,840,600 1.79

GOVERNMENT OF NORWAY 9,851,674 1.37



大林組従業員持株会 9,594,712 1.34

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 9,551,900 1.33

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大竹 伸一 他の会社の出身者

小泉 愼一 他の会社の出身者

泉谷　直木 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大竹 伸一 ○

現 西日本電信電話株式会社 相談役

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及び経営監督に
反映していただけることから、社外取締役とし
て適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は大竹伸一氏を
独立役員として届け出ております。



小泉 愼一 ○

元 東レ株式会社 代表取締役副社長

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及び経営監督に
反映していただけることから、社外取締役とし
て適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は小泉愼一氏を
独立役員として届け出ております。

泉谷　直木 ○

現 アサヒグループホールディングス株式

会社 代表取締役会長

当社との間に、「独立役員関係　その他独
立役員に関する事項」に記載している選
任基準に該当する人的関係、資本的関
係、取引関係及びその他の特別な利害関
係はありません。　

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及び経営監督に
反映していただけることから、社外取締役とし
て適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は泉谷直木氏を
独立役員として届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

推薦委員会 8 0 5 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 8 0 5 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　社外取締役を構成員に含む推薦委員会及び報酬委員会（いずれも委員長は社長）を設置し、役員人事及び役員報酬額等の決定プロセス等の
明確化を図るとともに、透明性及び客観性を確保しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役及び会計監査人は、独立した立場からそれぞれ監査を行うとともに、監査役は会計監査人から必要な報告及び説明を受けることとなっ

ております。また、監査の実効性をより高めるため、情報交換や意見交換などの連携を適宜行っております。

　他方、「内部監査規程」の定めに則り、内部監査部門である業務管理室が、監査役及び会計監査人の監査とは別に内部統制の有効性及び各

部門の業務執行状況の監査を専ら担任しております。また、監査の実効性をより高めるため、監査役と業務管理室は情報交換や意見交換など

の連携を適宜行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

横川 浩 その他

中北 哲雄 その他

中村 明彦 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

横川 浩 ○

元 通商産業省生活産業局長

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年経済産業行政及

び企業経営に携わった豊富な経験を当社の監

査に反映していただけることから、社外監査役

として適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は横川浩氏を

独立役員として届け出ております。

中北 哲雄 ○

元 国土交通省大臣官房審議官

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年国土交通行政及

び企業経営に携わった豊富な経験を当社の監

査に反映していただけることから、社外監査役

として適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は中北哲雄氏を
独立役員として届け出ております。

中村 明彦 ○

現 公認会計士中村明彦会計事務所長

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、会計の専門家である

公認会計士としての専門的知見及び企業会計

に関する豊富な経験を当社の監査に反映して

いただけることから、社外監査役として適任と
考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は中村明彦氏を
独立役員として届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社は独立性に関する基準を含む社外役員（社外取締役または社外監査役）の選任基準を、以下のとおり定めております。

＜社外役員候補者の選定要件＞

（１）当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる

人材であること

（２）当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと

（３）現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

（４）出資比率10%以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

（５）過去３会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者で

ないこと



（６）過去３会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に務
めていた者でないこと

（７）（３）乃至（６）に該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること

（８）東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　具体的な内容は、　「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関
係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成30年３月期に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

　取締役　　　　12名　　530百万円

　監査役　 　　　５名　　　86百万円

　うち社外役員　５名 　　51百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役及び執行役員（以下「取締役等」という。）の報酬については、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上・企業価値の増大に対する各
取締役等へのインセンティブ効果が発揮されるよう、業績への貢献実績に応じて、事業年度ごとに基本報酬及び株式報酬の額等を決定することを
基本方針としております。

　具体的には、基本報酬については、役位と業績貢献ランクに応じた報酬額のテーブルを取締役会が定めたうえ、毎事業年度終了時に、社外取
締役を構成員に含む報酬委員会（委員長は社長）が、個々の取締役等の業績貢献度を査定することにより、平成17年６月29日開催の第101回定
時株主総会決議に基づく月額60百万円以内を限度に、次年度の報酬額を決定しております。

　平成27年度から導入している業績連動型株式報酬は、特に中長期的な業績の向上への貢献意識をより高めることを目的としており、各事業年
度の業績目標の達成度等に応じて取締役等（社外取締役及び海外居住者を除く。）に当社株式を支給する制度であります。株式支給基準につい
ては、予め報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。

　監査役報酬については、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、優秀な人材確保に必要な水準の額とすることを基本方針としており
ます。

　具体的には、監査役の協議により、常勤・非常勤等の別に応じて報酬額基準を予め策定し、同基準に沿って、平成17年６月29日開催の第101回
定時株主総会決議に基づく月額10百万円以内を限度に、各監査役の報酬額を決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　監査役（社外監査役を含む。）の指揮命令の下に監査役室を設置し、専従のスタッフを置いております。同室は法令遵守状況のモニタリングなど
監査業務の補助を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期



白石 達 相談役

・現経営陣の依頼に基づく所要の
対外業務

・現経営陣が求めた場合の助言

常勤・報酬有 2018/2/28
２年（予定）

2018.6.27～

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

・相談役の業務は上記のとおり、所要の対外業務と現経営陣の求めに応じた助言であり、会社の経営には一切関与しておりません。このため取
締役会はもちろん経営会議等の重要会議に出席することはなく、また、これらの会議における審議事項や業績等を、事前または事後に現経営陣
から報告する定めもありません。したがって現経営陣に対する影響力を行使する機会、権限はないものと考えております。

・相談役の報酬は社外取締役を含む報酬委員会により決定しております。

・相談役が現経営陣に対する不当な影響力を行使していないかを監査役（社外監査役を含む。）が定期的にチェックすることとしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状の体制の概要

　「内部統制システム等に関する事項」の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にまとめて記載しております。

　指名、報酬決定等については、役員人事及び役員報酬額等の決定プロセス等の明確化を図るとともに、透明性及び客観性を確保するため、社
外取締役を構成員に含む推薦委員会及び報酬委員会を設置しております。

（２）監査役の機能強化にかかる取組状況

　「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【監査役関係】「会社との関係（１）」
及び「同（２）」に記載のとおり、社外監査役として会計等の専門家を確保しております。

　また、監査役会及び監査役の機能強化の一環として、その指揮命令の下に、執行部門から独立して、監査役室を設置しております。同室は監査
役会及び監査役の職務を補助する部門として、法令遵守状況のモニタリングなどを重点的に行っております。同室には、専従のスタッフを置いて
おります。

（３）責任限定契約の締結に関する事項

　取締役及び監査役がその責務を十分に果たすことができるように、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者
を除く。）及び監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨を定款に定めております。これに基づき、社外取締役及び監査役との
間で、任務懈怠により会社に与えた損害のうち、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合の損害について、会社に対する損害賠償責
任を金500万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする旨の契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社において、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの機関は、その法律上の機能を十分に果たしております。これに加えて、取締

役及び執行役員の中からメンバーを選任して開催する経営会議や執行役員制度により詳細かつ迅速な意思決定を実現しております。

　以上のとおり、経営上の意思決定、執行及び監督に係るコーポレート・ガバナンス体制が整っていることから、当社は現状の体制を採用しており

ます。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
法定期限の５営業日前に発送しております。また、発送に先立ち当社ホームページにて公
表しております。

集中日を回避した株主総会の設定 第114回定時株主総会：2018年６月26日開催

電磁的方法による議決権の行使 「電磁的方法による議決権の行使」を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」を採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページ及び議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。

その他 株主総会においてビジュアル要素を取り入れ、事業報告等の説明を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト向けに、第２四半期決算及び本決算発表後に決算等の説明会を実
施し、第１四半期決算及び第３四半期決算発表後に電話会議を実施しており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに「ＩＲ・投資家情報」を開設し、決算情報等を掲載しており

ます。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲに関する業務はＣＳＲ室広報部ＩＲ課が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

すべての事業活動を通じて社会的な責任を果たすことが経営上の重要課題であると考え
ており、とりわけ環境保全活動には積極的に取り組んでおります。具体的には、「ゼロエミッ
ション」の手法を推進し、建設廃棄物の削減及び再資源化に努めるとともに、地球温暖化
対策と建物のライフサイクルコスト削減の両面に有効な省エネ技術並びに土壌浄化や生
態系保全など環境関連技術の開発、実用化に取り組んでおります。さらに、地域社会との
協調や文化事業の推進に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「大林組基本理念」において、事業活動を行う上での指針の一つとして、企業行動規範に
「適正な情報発信と経営の透明性の確保」を掲げ、正しい会計処理に基づく適正な財務情
報の開示を行うとともに、ＣＳＲにかかわる情報についても積極的な情報発信に努め、企業
活動の透明化に取り組んでおります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）法律上の機関（株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人）の設置

　当社は、株主総会及び取締役のほか、法律上の機関として取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置する。

　取締役会は取締役15名以内により構成する。取締役は経営の意思決定と業務執行を行うとともに、他の取締役、執行役員及び使用人の職務執
行を監督する。但し、会社から独立した立場の社外取締役は経営効率向上のための助言、経営全般の監督を行う。

　監査役会は、監査役５名以内（うち社外監査役半数以上）により構成し、各監査役は「大林組監査役監査要綱」に則り、取締役から独立した立場
において、取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令または定款等に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行
うとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施する。

　会計監査人は、独立の立場から計算書類等の監査を行う。

（２）内部監査の実施

　「内部監査規程」の定めに則り、内部監査部門である業務管理室が、監査役監査及び会計監査人監査とは別に内部統制の有効性及び各部門
の業務執行状況の監査を専ら担任する。

（３）企業倫理委員会を中核とする企業倫理推進体制の構築・運用

　企業倫理遵守のための基本方策の策定など、企業倫理に関する重要事項を審議し、社内における企業倫理遵守の徹底を図るため、企業倫理
委員会を設置する。

　企業倫理遵守の推進については、社長を最高責任者とする企業倫理推進体制に基づき、個別施策の整備、運用や企業倫理確立のための研修
実施などを行っていく。

（４）「独占禁止法遵守プログラム」の整備・運用

　独占禁止法遵守に関する誓約書の徴収など、「独占禁止法遵守プログラム」に定める個々の施策を一つ一つ確実に実行するとともに、その運用
状況を点検し、見直しするためのＰＤＣＡサイクルを実践する。

（５）内部通報制度の整備・運用

　法令または定款に違反するおそれがある事項を、当社グループの役職員、派遣職員、出向受入社員、パートタイマー及び当社グループの協力
会社の関係者が直接通報するための通報制度を設ける。

　通報制度のグループ共通の内部窓口を当社企業倫理委員会事務局、外部窓口を委託先の弁護士事務所とする。

　上記に加え、各子会社においても自社の事業に係る通報窓口を設ける。

（６）「反社会的勢力排除プログラム」の整備・運用

　反社会的勢力排除のための社内体制や具体的方策をまとめた「反社会的勢力排除プログラム」に基づき、反社会的勢力とは関係を持たず、反
社会的勢力から不当な要求を受けた場合はこれを拒絶する。

（７）「大林組グループ贈賄防止プログラム」の整備・運用

　国内海外を問わず公務員等に対する贈賄を防止するため、役員・従業員向けの教育、ＪＶパートナー等の適正な採用手続きを実施するほか、不
正行為の防止に資する相談窓口を設置する。 また、本プログラムは定期的にモニタリングし改善する。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）情報の保存及び管理に関する規定の整備・運用

　法令、その他ガイドライン等に従い、会社が取り扱う文書、情報についての保存期間を定める「文書の保存・廃棄に関する規程」を整備し、これを
運用する。

　文書、情報の管理については、「情報セキュリティ規程」や「機密情報保持規程」等の個別規定を整備し、これに基づき安全な管理体制を構築、
運用する。

（２）定期的な内部監査の実施

　業務管理室は、各部門における情報の保存及び管理の運用状況を定期的に監査する。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）重要な意思決定の決裁権限の明確化

　重要な意思決定事項に関し、「取締役会会則」や「経営会議規程」等により決裁権限を明確化する。また、各種リスクを含む案件については、「重
要な又は特殊な条件の伴う工事請負契約等の処理についての規程」や「技術関連リスク審査会規程」等の当該リスクに対応する個別規定に基づ
き、取締役会、経営会議、専門委員会及び各担当部門においてリスク審査を厳密に行う。

　本部長・本支店長等の業務執行者は予め委譲された権限及び責任において本支店等の損益やリスクを管理するとともに、その状況を取締役
会、経営会議、支店長会議等において適宜報告する。

（２）各部門におけるリスク管理

　各部門は、業務プロセスに内在するリスクを未然に防止するため、当該リスクを把握し、必要な回避策や低減策を講じたうえで業務を遂行する。
業務管理室は、各部門におけるリスク管理の状況を定期的に監査する。

（３）「危機管理対策規程」の整備・運用

　危機の未然防止に努めるとともに、万一、危機が発生した場合は、危機管理委員会を中核とする体制の下、迅速かつ適切な対応を行い、業績
への影響やダメージを最小限に食い止めることを目的とする「危機管理対策規程」を整備、運用する。

（４）震災時の事業継続計画（ＢＣＰ）の整備・運用

　万一、大地震が発生した場合に備え、「災害対策規程」等の定めに則り、当社の事業活動を継続するための計画を整備、運用する。

（５）財務報告に係る内部統制の整備・運用

　業務プロセスに内在するリスクを未然に防止するとともに、財務報告に係る信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用す
る。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）経営会議による詳細かつ迅速な意思決定

　取締役及び執行役員の中からメンバーを選任して経営会議を開催し、詳細かつ迅速な意思決定を実現する。

（２）執行役員制度による効率的な業務執行

　業務執行に専念する執行役員を設けることにより、効率的な業務執行を実現する。

５　当企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）グループ事業統括室による指導・管理

　グループ事業統括室を設置し、グループ会社の業務全般にわたる指導、管理を行う。



（２）経営会議等におけるグループ会社の重要事項の審議

　当社取締役会または経営会議において、グループ会社の業務執行状況の報告を受けるとともに、グループ会社の経営に関する重要事項を審
議、決定する。

（３）グループ会社への役員派遣

　グループ会社の取締役、執行役員または監査役として当社役職員を原則１名以上派遣する。派遣された当社役職員は、当該グループ会社の業
務の適正の確保に努めるとともに、万一、法令もしくは定款に違反するおそれがある事実またはグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
を発見したときは、当社取締役及び監査役に報告する。

（４）グループ会社に対する内部監査の実施

　当社「内部監査規程」の定めに則り、当社内部監査部門である業務管理室がグループ会社を対象に内部統制監査を実施する。

６　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

（１）監査役会及び監査役の補助部門として監査役室の設置

　監査役会及び監査役の機能強化の一環として、その指揮命令の下に監査役室を設置する。同室は監査役会及び監査役の職務を補助する部門
として法令遵守状況のモニタリングなどを重点的に行う。同室には専従のスタッフを置く。

（２）監査役室スタッフの取締役会指揮命令系統からの独立性の確保

　監査役室のスタッフの異動については、あらかじめ監査役会の同意を必要とし、その人事評価は、常勤の監査役が行う。また、スタッフは業務執
行部門を兼務しない。

（３）監査役室スタッフへの指示の実効性の確保

　監査役室のスタッフへの指揮命令権は各監査役に属するものとする。

７　当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保
するための体制

（１）当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制構築

　業務管理室は内部監査の結果を監査役に報告し、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等は、法令もしくは定款に違反するおそれ
がある事実または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を当社の監査役に報告する。

　上記のほか、監査役は、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等に対し、経営上の重要な事実の報告を求めることができる。

（２）重要な会議への監査役の出席

　監査役は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要があると認めたときは意見を述べることができる。

（３）監査役と代表取締役との定期的会合の実施

　監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等経
営上の諸問題について意見を交換する。

（４）監査役の監査が実効的に行われるための環境整備

　上記のほか、監査役は取締役に対して監査役の監査が実効的に行われるための環境整備を図るよう要請することができる。

（５）監査役への報告者の保護

　当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等に対し、監査役に報告したことを理由に不利益な取扱いを行わない。

８　監査費用等の処理に係る方針に関する事項

（１）監査役の監査費用または債務の負担

　監査役の職務の執行について生じる費用または債務は当社が負担する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

（１）反社会的勢力による被害の防止

　反社会的勢力とは関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合はこれを拒絶する。

２　反社会的勢力排除に向けた整備状況

（１）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

　不当要求に対する相談窓口を各店総務部とし、全社の統括部署を本社総務部としている。また、各店毎に不当要求防止責任者を選任している。

（２）外部の専門機関との連携状況

　平時から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携体制を構築している。

（３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　反社会的勢力に関する情報を収集し、全社の統括部署である本社総務部で集約している。

（４）対応マニュアルの整備状況

　反社会的勢力排除のための社内体制や具体的方策をまとめた「反社会的勢力排除プログラム」を策定し周知徹底を図っている。

（５）研修活動の実施状況

　警察や暴力追放運動推進センターなどから講師を招聘しての講習会の開催や、年１回実施する職場内倫理研修において対応マニュアルの周

知徹底を図るなど、役職員に対する定期的かつ継続的な講習会、研修会を実施している。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、

企業価値の向上を目指してまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 




	コーポレート・ガバナンスに関する報告書20180627
	（★最新）コンプライアンス体制図_201706_修正（サイズ調整後）
	適時開示体制図_20151210_サイズ調整後

